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南海トラフ地震に対応した四国の広域的な 
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Trough earthquake＊ 
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南海トラフを震源とする大規模地震・津波発生後には，四国内外から寄せられる緊急物資の海上輸送を

迅速に行うため，また，地域経済を支える企業のサプライチェーンを維持するため，港湾機能の早期復旧

が求められる．しかし，地震による港湾施設の被害だけでなく，津波により，太平洋沿岸・瀬戸内海・紀

伊水道・豊後水道等においてがれき等の漂流物が発生し，それが潮流により拡散し，船舶航行の支障とな

ることが懸念されている． 
そのため，国土交通省四国地方整備局では，漂流物の発生量及び潮流による拡散状況を想定し，航路啓

開の手順等について検討を進めている． 
本発表では，四面を海に囲まれた四国にとってきわめて重要となる，広域的な緊急時の海上輸送機能の

維持や早期回復に向けた検討状況について紹介する． 
 

     Key Words : 南海トラフ,津波漂流物,拡散シミュレーション,航路啓開,サプライチェーン 
 
 
 

1. はじめに 
 
東日本大震災では，震災発生直後から現地情報収集と

迅速な道路・航路の啓開作業により輸送経路を早期に回

復させ，緊急物資輸送等の災害応急対策に大きく貢献す

ることとなった．このような迅速な道路・航路啓開は，

その後の復旧・復興へも極めて重要な役割を果たした． 
四国においても，南海トラフにおける巨大地震・津波

の発生が予想されている中，その備えを行っておくこと

は重要であり，東日本大震災の経験を活かしつつ，安

全・安心な地域づくりのための港湾のあり方について，

産学官の関係者により「四国の港湾における地震・津波

対策検討会議」を設置し，検討を進めている． 
以下では，同検討会が大規模地震発生時においても四

国の港湾が総体として継続的な物流機能を確保・発揮し，

社会経済活動への影響を最小限に抑えることを目的とし

て，平成26年3月にとりまとめた「南海トラフ地震に対

応した四国の広域的な海上輸送の継続計画」（以下，

「広域継続計画」という）を紹介する． 
 
 

2. 広域継続計画の役割と基本方針 
 

(1) 広域継続計画の基本的な役割 

四国は，周囲を海に囲まれ，人口や産業，エネルギー

供給拠点が沿岸部に集中している地域であり，生活，経

済，産業を支える重要な役割を海上輸送が担っている． 
したがって，南海トラフを震源とする地震・津波の発

生時には，臨海部の生命・財産を守るとともに，海上輸

送機能の確保や迅速な復旧により，海からの緊急輸送経

路を確保し，更に地域経済を支える企業のサプライチェ

ーンを維持することが重要である． 
これまでに四国では，個別の港湾において港湾の事業

継続計画の策定に取り組んでいるが，一方で，南海トラ

フを震源とする地震・津波等による広範囲に及ぶ被害を

受けた場合の海上輸送機能の維持のためには，四国全体

や更に広域的な視点からの海上輸送機能の回復シナリオ

を考えておく必要がある． 
広域継続計画は，このような基本認識のもと，港湾に

係る多様な関係者が協働して港湾機能を維持し，もって

海上輸送機能を確保できるよう，関係者が共有すべき行

動計画という役割を果たすものである．  

 また，広域継続計画の策定により，個別港湾で策定す

る事業継続計画と連携しつつ，南海トラフ地震発生時に

四国の港湾が総体として継続的な港湾機能を確保・発揮

することが可能となるものである．（図-1） 
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(2) 広域継続計画の基本方針 

大規模災害時における四国の広域的な海上輸送の継続

を実現していくために，関係者が連携・協働して取り組

む各種対策の基本的な考え方（方針）を以下のとおりと

した． 
a) 大規模災害発生後の港湾機能の状況を迅速に把握

し，特に海上輸送の機能回復の観点から必要な対

策を講じる． 
b) 海上輸送の機能停止による社会経済活動への影響

を勘案し，早期に必要となる港湾機能の回復に努

める． 
c) 大規模災害発生後の社会経済活動の影響を最小限

に抑えるため，四国の港湾が連携し，被災港を補

完する体制を構築する． 
 

 

広域連携の要

→四国全体の港湾機能復旧の道筋

→戦略的復旧方針

南海トラフ地震の
発生可能性
（今後30年以内の

発生確率60～70％）

※災害時の事業継続のためには
事業の取捨選択が迫られる

 
図-1 「南海トラフ地震に対応した四国の広域的な海上輸送の

継続計画」と個別港湾の事業継続計画との関係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 対象とする地震・津波 

 

従来の津波対策では，過去に繰り返し発生していた津

波を想定津波としてきた．しかしながら，東日本大震災

における津波はこれまでの想定を大きく上回り，甚大な

被害を発生させた． 

今後の津波対策を推進するにあたっては，津波の規模

や発生頻度に応じて防護の目標を明確化する必要がある． 

ここでは南海トラフを震源とする地震について２つのレ

ベルの地震・津波を想定した． 

 

(1)  発生頻度の高い津波 

南海トラフを震源とする地震による津波であり，概ね

数十年から百数十年に1 回程度発生すると予測される津

波である． 
具体的には，四国各県の地域防災計画で発生確率が高

く，最大被害を発生させる地震として想定されている，

1854 安政南海地震と同規模の地震，2 連動型の東南海・

南海地震 や3 連動型の東海・東南海・南海地震等が想定

される． 
 

(2) 最大クラスの津波 

南海トラフを震源とする最大クラスの地震による津波

であり，発生頻度は極めて低いものの発生すれば甚大な 
被害をもたらす津波である． 
具体的には，中央防災会議の南海トラフ巨大地震モデ

ル検討会が発表したケースのうち，四国の各県での地震

動・津波高が最大となるケースが想定される． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南海トラフ地震に対応 
した四国の広域的な 
海上輸送の継続計画 

各港湾の事業継続計画 
（港別目標の共有） 

各主体の事業継続計画 
（実効性の確保） 

太平洋側

瀬戸内海側

高知

徳島

高松

松山

離島の港湾施設
被害による

海上輸送障害

巨大津波による
人命・財産の損失

地殻変動や液状化に
伴う護岸等の沈下

↓
浸水が長期化

エネルギー関連施設や
ライフラインの被害による
救援・復旧作業への支障

地震の揺れや液状化
による港湾施設等の

損傷・倒壊

津波高さは太平洋
側に比べて低い

漂流物等の発生や港湾施設
の損傷により海上輸送に支障

津波による
陸上交通の寸断

↓
長期間の孤立

沿岸部の人口・産業・
官公庁が集中した
地域の浸水により

救援・復旧が一層困難

臨海部の埋立地に多く
立地している物流ターミナル、
工場などにおいての液状化

火力発電所

油槽所
原子力発電所

地震の揺れや液
状化による港湾

施設等の
損傷・倒壊

図-2 四国の港湾における地震・津波被害のイメージ（発生頻度の高い津波及び最大クラスの津波） 
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(3)  四国の港湾における地震・津波被害のイメージと

広域継続計画における地震・津波の想定 

四国の港湾全体としての地震・津波被害のイメージを

図-2のように想定した． 
広域継続計画において，地震・津波対策を推進するに

あたっては，地震・津波の規模や発生頻度に応じて防護

の目標（災害発生後の資機材・物資等必要数量と不足数

量の把握や港湾等被災状況に応じた輸送形態の想定等）

を明確化する必要がある． 
実効性の高い広域継続計画を策定するため，検討する

際の基本ケースとして，被害想定を「発生頻度の高い地

震・津波」とすることとした． 
 
 
4. 津波による漂流物の影響 

 
大規模地震・津波の発生後には，倒壊した家屋等のが

れきや，港湾に蔵置された貨物等が海域に流出して漂う，

いわゆる津波漂流物の発生が予測される． 
これらの漂流物が航路等に滞留すると，船舶の航行に

支障を与える．このため，漂流物の発生量および漂流状

況についてシミュレーションを行った． 
  
(1) 津波漂流物シミュレーションの概要 

瀬戸内海を囲む各府県（和歌山～大分）において想定

している最大の浸水状況を勘案し，瀬戸内海全域の津波

漂流物発生量を算定した上で，波源域を紀伊半島沖～四

国沖に設定した場合(平成24年8月29日内閣府公表のｹｰｽ

③)，同じく四国沖に設定した場合(ｹｰｽ④)，四国沖～九

州沖に設定した場合(ｹｰｽ⑤)の3ケースの津波シミュレー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ション計算を行い，それぞれのケースについてさらに潮

流を外力とした漂流シミュレーション（移流拡散モデ

ル）を実施した． 
津波漂流物発生量の対象物は，建物がれき（木片），

流木，原木，コンテナ，小型船舶，養殖施設とした． 
津波漂流物の流出量想定は，各府県（和歌山～大分）

の地域防災計画において想定している最大の浸水面積や

津波高等を使用し，瀬戸内海全域の津波漂流物発生量を 
推算した．各県の最大となる津波漂流物発生量（想定）

は図-3のとおりである． 
 

(2)  津波漂流シミュレーションの結果 

計算時間は津波外力による計算を24時間，潮流外力に

よる計算を36時間の計60時間とした． 
漂流シミュレーションの結果，波源域の位置の違いに

よるに有意な差は無かった．漂流物について，広範囲の

拡散は無く，漂流物の大半は沿岸部や港湾付近に滞留す

る．漂流物の9割以上は建物・流木等の木質がれきが占

める．また，発災後60時間後には，漂流物は定常状態と

なることが確認できた． 
図-4に示すように，瀬戸内海沿岸部から拡散した漂流

物が狭水道部に滞留し，航路閉塞等を引き起こす可能性

が高い． 
瀬戸内海航路は，大阪湾，中国，四国，九州の広域経

済圏を結ぶ海上動脈として利用され，海外との国際貨物

を輸送する航路としても，その役割は今後ともますます

重要となっている． 
津波漂流物によって，瀬戸内海航路の閉塞等の状況は，

多くの船舶の迂回，あるいは瀬戸内海港湾の利用低下等，

広域的な経済活動への影響が非常に大きいと考えられる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コンテナ

船舶（漁船・PB)
養殖施設

原木

流木（海岸防災林）

建物（木片）

＜凡例＞

福岡県

※ 流出量の単位は全て t（トン）表記とし、コンテナ及び船舶はトン換算を行った

総量：432千t※

総量：941千t

総量：364千t

総量：762千t

総量：1,076千t

総量：1,019千t

総量：729千t

総量：1,232千t

総量：176千t※

総量：510千t

総量：7千t※

総量：420千t

※対象範囲は和歌山市～
日高郡日高町まで※対象範囲は北九州市～

築上郡吉富町まで

※対象範囲は玖珂郡和木町～
下関市まで

（H25.3.29  県公表）

（H25.8.8 府公表）

（H24.10.30 内閣府）

（H25.2.8 県公表）

（H24.10.31  県公表）

（H25.3.31 県公表）

（H24.12.10
県公表）

（H25.7.17
県公表）

（H25.5.2 県公表）

（H25.7.29  県公表）

県（府）公表 ： 自治体提供データの「浸水域」及び「津波高・津波
水位」を使用し、四国地整にて流出量算出

内閣府 ： 内閣府公表データを使用「浸水域」及び「津波高・
津波水位」を使用し、四国地整にて流出量算出

（H24.10.30 内閣府）

（H24.10.30 内閣府）

図-3 最大クラスの津波による漂流物流出量の算定結果（四国地方整備局算定） 
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図-4 津波漂流物シミュレーション結果（最大重ね合わせ） 

 
 

5.  港湾物流機能継続のための目標・方針 

 
大規模災害発生後において，四国の各港湾の連携によ

る港湾機能の早期回復・維持により，港湾を利用する事

業者の事業継続のために取り組むべき事項として以下

(1)～(6)のとおり整理した． 
 
(1) 広域継続計画に示された行動目標 

広域継続計画は，大規模災害発生後において，四国の

港湾機能を早期回復・維持させ，港湾を利用する事業者

が事業継続を実現させることが目標であり，それを達成

するためには，個々の港湾の対応だけでは不十分である

ことから，四国全体の港湾関係者が連携して対応してい

くべく行動目標を示している． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

具体的には，図-5に示すように，まず，四国で確保可

能な復旧能力を集結して，できる限り速やかに耐震強化

岸壁等の港湾施設が利用できるよう航路啓開・応急復旧

を実施する．同時に，復旧見通しを立てて情報共有化す

ることが重要であり，この情報を基に緊急支援物資の輸

送関係者，港湾利用事業者は，人や物の輸送実施の判断

を行うことになる．さらに，企業物流の再開への支援と

して，代替港でのフェリー・コンテナ等の定期航路の運

航情報を発信していく． 
これらの港湾機能および幹線物流を地震発生後，概ね

１ヶ月で回復させることを目標としている． 
 

(2)  防災拠点港および航路啓開の考え方 

航路啓開や港湾施設の応急復旧のための支援において

は，基本的には図-6に示すように，各県の防災拠点港に

対して，四国，あるいは四国以外の地域（北部九州，中

国，近畿）から，作業船や復旧のための資機材を輸送す

ることとなる． 
防災拠点港において，緊急物資輸送を迅速に実施する

ためには災害発生直後の初期航路啓開作業が重要となっ

てくるが，航路啓開の作業船（起重機船，グラブ浚渫船，

クレーン付き台船，ガット船など）は隻数が限られてい

る上に平常時に一定箇所に所在しない． 
四国内港湾の位置づけを緊急避難，緊急物資輸送など

目的ごとに整理し，迅速な航路啓開に対応するため，事

前に関係者間で防災拠点港の設定と航路啓開の手法・優

先順位などについて合意形成を図ることが重要である． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地震発生
（津波）

津波警報解除 津波注意報解除

応急復旧 本格復旧初動活動

約５１ｈ後約４０ｈ後 7～１０日

現状で南海トラフ巨大地震が発生した場合の経過時間ごとに必要となる行動

3日
（海上輸送開始目標）

1ヶ月
港湾機能の回復
（幹線物流の回復）

「避難、救急救命」
・職員等避難
（一部参集）
・救助活動

「復旧準備」
・職員参集
・復旧手順
決定、配置

「被災者への支援」
・航路啓開等の応急復旧作業
・緊急物資、生活物資の輸送

「施設復旧（港湾機能の回復迄の想定）」
・幹線物流代替えルートによるサプライチェーン確保
・オフサイトからの支援による復旧工程促進（早期復旧）

情報収集・配信提供（GPS波浪計観測データ配信、港湾施設被災・復旧状況 等）

緊急物資輸送
(緊急物資受入岸壁)

施設の点検

航路障害物等の調査

航路啓開
応急復旧

避難・救命救助活動

幹線物資輸送

災害復旧事業

TEC-FORCE 及び リエゾン の派遣・受入れ

航路啓開・応急復旧

施設の点検

（事前対策）
• 施設の強靱化（耐震・耐津波性能向上）
• 初動を円滑に遂行するための事業継続計画を策定

緊急物資受入
用の航路啓開
及び応急復旧

災害査定に向
けた施設点検
と災害復旧

幹線貨物受入
用の航路啓開
及び応急復旧

参集・体制設置

発
災

行動目標 ①

行動目標 ②
行動目標 ③

時間目標

※１格子＝270m×270m

津波警報解除及び注意報解除の想定は東日本大震災での発令状況を設定(太平洋側を想定)より作成 

図-5 地震津波発生後，時間経過ごとに必要となる行動と目標 
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(3)  航路啓開・海上作業における手続き手順 

津波注意報解除後，迅速に緊急物資等の搬入を行うた

めに，関係者間で，航路啓開・海上作業における手続

き・手順の合意形成を図ることが重要である． 
a) まず，作業船入港時の可否確認において，測量方

法，測量結果の展開手順などを確認し事前準備を

しておくことで迅速な対応を目指す必要がある． 
b) また，航路啓開作業について，｢建設及び作業団

体｣，「整備局」，｢管区本部等｣，｢港湾管理者｣

の４者間で定期的に災害時の対応手順を事前に共

有し，災害時の円滑な対応を目指す必要がある． 
 

 (4)  各港への航路啓開作業船の配置想定 

航路啓開に必要な作業船の想定について，全国におけ

る作業船の所在港を整理することとしたが，南海トラフ

巨大地震・津波の場合，四国沿岸への航路啓開に際して，

三重県以東の作業船を確保することは期待できない． 
そのため，四国沿岸への航路啓開を行うための作業船

の所在港・水域（地理的範囲）は，回航時間や距離等を

十分に考慮するとともに，津波よる被災の可能性につい

て検討した． 
被災時においては，交通手段の途絶等が要因で，作業

船の船員確保が困難であると想定されることから，ここ

では，地震津波発災後に各地で所在する作業船のうち，

稼働できる作業船を半分程度に設定し，配備検討を行う

ものとした． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) 航路啓開方針（案） 

a)大方針（航路啓開目標） 

○緊急物資搬入のための航路啓開作業の完了目標は発災

後１週間までとする． 

（ただし，啓開作業を踏まえると最低発災後５日後まで

に啓開船舶を配備） 

b)中方針（啓開作業の優先順位） 

○利用可能船舶隻数が制限されるため，以下の方針で啓

開作業を行う．(図-7) 

・地域単位で複数の港湾・漁港を括り，各グループ内で

被災状況，道路断絶状況等を勘案して優先啓開港を決

定し，これらを一週間以内に啓開． 

・太平洋側を優先的に啓開することとし，瀬戸内海側で

は，人口・道路網が集中する高松港と松山港を優先的

に啓開．両港から各県内への物資輸送は陸送． 

・緊急避難（原発事故・火災）のために必要な港湾や孤

立地域にある港湾の場合は．被災状況を勘案し柔軟な

対応が必要． 

・時間の経過とともに利用可能な啓開船舶が増加すれば，

優先啓開港以外の港に配備． 

c)小方針（投入隻数） 

○各グループへ配備する啓開船舶は２隻を基本とする． 

・中核となる防災拠点港のうち，回航に時間を要する港

には追加で機動性に優れるガット船を配備． 

・陸の孤島となる地域の港では，２隻のうち１隻は陸上

啓開資機材投入に利用． 

 

徳島小松島港
(-8.5m)

(-7.5m*2B)

（-4.5m）

新居浜港
(-7.5m)

東予港

今治港

(-4m)

松山港
(-10m)

宇和島港
(-4m)

須崎港

宿毛湾港

(-4m)

橘港
(-5.5m)

高知港
(-11m)
(-7.5m)

高松港
(-12m)

(-5.5m*2B)

(-5.0m)

坂出港
(-7.5m)

(-4m)

(-5.5m)
(-6m)

(-4m)

(-4m)

※赤字は、整備済み又は整備中の耐震強化岸壁がある港及び岸壁水深
（平成26年3月時点）
※各県の地域防災計画に位置付けられている港について四国地方整備局にて編集

重要港湾

地方港湾（避難港含む）

漁港

図-6 四国各県で想定している防災災拠点および航路啓開の広域支援のイメージ 
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(6) 航路啓開作業における留意点 

港湾内及び港湾付近の水域では，多数の流出物が浮遊

又は沈降していることが考えられる． 
一般船舶については，日中に限り，船舶が航行できる

水域と水深の確保が確認できれば航行する可能性も考え

られる． 
しかし，漂流物が広範囲に広がると漂流物への衝突に

よる船舶損傷や沈没などの二次災害の恐れがあり，船社

へのヒアリング結果においても，「津波直後は，浮遊物

が点在している状態であっても航行は基本的に困難」と

されており，船舶航行については，航路啓開作業による

安全性確保が必要であると思われる． 
また，連絡体制においては，作業依頼が複数の行政機

関から行われる状況であり，情報の錯綜による混乱が発

生することが予想される． 
このような事態を避けるため，初動時の啓開・応急復

旧の作業においては，連絡窓口の一元化を図り，無駄の

ない迅速な対応を実現する必要がある． 
 
 
6.  終わりに 

 
今回の報告は，広域的な海上輸送の継続計画のうち，  

特に航路啓開に関して報告をしたものである．このよう

な広域的な継続計画に関しては，多様な機関や主体が関 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
係し，連携して実施することを想定して策定しているが，

策定当初から，各機関や主体が本計画をもとにスムーズ

に行動できるものではない． 
そのため，教育・訓練等の実施や，実際の災害等への

対処，計画内容の定期的な点検・見直し作業，すなわち，

継続的改善サイクル（PDCA サイクル）によるスパイラ

ルアップに努めることで，より実効性が高い計画に更新

し，大規模災害が発生した際の継続的な港湾機能の確保

を図っていくことが重要であると考えている． 
 
最後に本計画は，香川大学白木教授，徳島大学中野教

授，京都大学小野教授のご指導のもと，経済界・港湾物

流・航行安全など関係する12機関，港湾管理者4県，4市，

と9つの国の機関で構成するWGによって，ご検討いた

だいたものである．皆様に感謝いたします． 
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佐賀関

臼杵

津久見

佐伯

徳山下松

平生

柳井

岩国

久賀
伊保田

大竹

大西

竹原 尾道糸崎
福山

宇野

赤穂
姫路

尼崎西宮芦屋

大阪

堺泉北

津名

福良

牟岐

家島

室戸岬

室津
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清水

沖の島

宿毛湾

三崎

豊田

中島

宮窪

宮浦
土庄

内海

防災拠点港に位置づけられた港湾

防災拠点港に位置づけられた漁港

愛媛県

徳島県

香川県

広島県

岡山県

兵庫県

大阪府

和歌山県

耐震強化岸壁が整備済みの港湾

耐震強化岸壁が整備中の港湾

日高

文里

岡山

水島

「おんど2000」
管轄区域

「美讃」
管轄区域

「クリーンはりま」
管轄区域 「Dr.海洋」

管轄区域

「海和歌丸」
管轄区域

「いしづち」
管轄区域

橘

浅川

今治

広島
呉

東播磨 神戸

和歌山下津

耐震強化岸壁の水深が、－7.5ｍ以上の岸壁

防災拠点港湾の中で中核となる港湾（想定）

坂出 高松
丸亀

詫間

観音寺

新居浜

松山

高知

高知県

奈半利

宇和島

八幡浜

東予

須崎

久礼

甲浦

徳島小松島

三本松

津田

「みずき」
管轄区域

深浦

※隻数は、初動時のイメージである。

配備する船舶隻数
赤字 ； 起重機船又はクレーン付台船
青字 ； ガット船

1→2船団
1隻

2船団

2船団

2船団

2隻
2隻

1→2船団

1隻

1→2船団

2隻

1→2船団

2船団

2船団
1隻

 図-7 各港への航路啓開作業船の配置想定（イメージ） 


